
(57)【要約】

【課題】一枚のシート状基材の要所の折り曲げで形成さ

れ、梱包現場で容易に組み立てでき、十分な緩衝機能を

持った紙製緩衝体を備えた紙製梱包箱を提供する。

【解決手段】シート状基材の要所を折り曲げて緩衝体本

体１を組立て、この緩衝体本体１の裏側から補強体２，

３を差込み嵌合して、緩衝体本体１の組み立て状態を維

持すると共に、緩衝体本体１の補強を行い、所望の緩衝

機能，耐久性，強度等を得る。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】紙製板材からなる一枚のシート状基材の要

所の折り曲げにより、製品嵌合凹部と、該凹部の左右に

形成される緩衝空間部とを有する略ケース形状に組立て

られる緩衝体本体と、紙製板材からなり前記緩衝体本体

の裏側に嵌合して、緩衝体本体の組み立て状態の維持と

補強を行う所要数の補強体とからなる紙製緩衝体であっ

て、

上記緩衝体本体は、底壁、該底壁の左右側縁から立上が

る左右の内壁、該左右の内壁の上縁から外方へ折れ曲が

る左右の上面壁、各上面壁の外縁から下方へ折れ曲がる

左右の外壁とを有し、前記底壁と左右の内壁で囲まれる

空間を製品嵌合凹部とすると共に、左右何れかの内壁と

上面壁と左右何れかの外壁とで囲まれる空間を左右の緩

衝空間部とし、

上記補強体は、上記緩衝体本体の裏側形状に対応して適

所に切欠き部を設け、緩衝体本体の裏側から差込んで緩

衝体本体に嵌合可能に形成されている紙製緩衝体。

【請求項２】上記底壁の前後端部に切線を設けて製品嵌

合凹部から分離させ、且つ該分離された底壁部分は中央

部位の折線で内側へ略Ｖ字形に折り曲げ、製品嵌合凹部

の前後に、左右の内壁の前後端部と前記Ｖ字形折り曲げ

部とで形成される略Ｍ字形の補強部を備えた請求項１記

載の紙製緩衝体。

【請求項３】上記左右の内壁の少なくとも一方及び該内

壁に連なる上面壁の適所に切欠き部を設け、製品嵌合凹

部に連通する突部収納用凹部を形成した請求項１又は２

記載の紙製緩衝体。

【請求項４】上記緩衝体本体が、紙製板材からなる一枚

のシート状基材の要所の折り曲げと要所の貼着けにより

略ケース形状に成形されたものである請求項１～３の何

れか１項記載の紙製緩衝体。

【請求項５】上記補強体が、一枚の紙製板材の要所の折

り曲げにより、板状又は枠状に形成されたものである請

求項１～４の何れか１項記載の紙製緩衝体。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、例えばノートパソ

コン，パソコン用プリンタ，液晶タイプの薄型モニター

等の電子応用機器，精密機器やその他各種の製品を梱包

する際に用いる製品保護用の紙製緩衝体に関し、詳しく

は、段ボール等の紙製板材からなるシート状基材を折り

曲げて組み立てる紙製緩衝体に関する。

【０００２】

【従来の技術】段ボール製梱包箱等に梱包するノートパ

ソコンやパソコン用液晶モニターなどの製品（被梱包

物）を保護するための緩衝体として、従来ではウレタン

フォームや発泡スチロール製の緩衝体が用いられていた

が、近年では廃棄後の処理が難しく環境に対する悪影響

が懸念され、使用を制限する方向にある。

【０００３】このような緩衝体の代替品として近年、段

ボール等の紙製板材からなるシート状基材を折り曲げて

組み立てる紙製緩衝体が各種提案されているが、従来の

紙製緩衝体は、複数枚のシート状基材により製造現場に

て略ケース形状に組み立てられ、組み立てた状態で梱包

現場に輸送するようになっているので、保管，輸送のた

めのコストが増大するという問題がある。これらコスト

の低減のため、梱包現場で容易に組み立てることができ

る紙製緩衝体が要望されている。

【０００４】本発明はこのような従来事情に鑑みなされ

たもので、その目的とする処は、一枚のシート状基材の

要所の折り曲げで形成されると共に、梱包現場において

容易に組み立てることが出来、且つ十分な緩衝機能を持

った紙製緩衝体を提供することにある。

【０００５】

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するた

めに本発明の請求項１は、紙製板材からなる一枚のシー

ト状基材の要所の折り曲げにより、製品嵌合凹部と、該

凹部の左右に形成される緩衝空間部とを有する略ケース

形状に組立てられる緩衝体本体と、紙製板材からなり前

記緩衝体本体の裏側に嵌合して、緩衝体本体の組み立て

状態の維持と補強を行う所要数の補強体とからなる紙製

緩衝体であって、上記緩衝体本体は、底壁、該底壁の左

右側縁から立上がる左右の内壁、該左右の内壁の上縁か

ら外方へ折れ曲がる左右の上面壁、各上面壁の外縁から

下方へ折れ曲がる左右の外壁とを有し、前記底壁と左右

の内壁で囲まれる空間を製品嵌合凹部とすると共に、左

右何れかの内壁と上面壁と左右何れかの外壁とで囲まれ

る空間を左右の緩衝空間部とし、上記補強体は、上記緩

衝体本体の裏側形状に対応して適所に切欠き部を設け、

緩衝体本体の裏側から差込んで緩衝体本体に嵌合可能に

形成されていることを要旨とする。

【０００６】補強体に設ける切欠き部は、上記左右の内

壁，左右の外壁が差込まれる切欠き溝や、製品嵌合凹部

の裏面側（外面側）が嵌合する切欠き部分で形成する。

【０００７】このように形成した場合、シート状基材の

要所を折り曲げて緩衝体本体を組立て、この緩衝体本体

の裏側から所要数の補強体を差込み嵌合して、緩衝体本

体の組み立て状態を維持すると共に、各補強体により緩

衝体本体の前後面部位の補強が行われる。そして、左右

の緩衝空間部の緩衝機能により、製品嵌合凹部に嵌合す

る製品を保護する。補強体の数は特に限定されないが、

緩衝体本体の組み立て状態の維持と補強という観点から

見れば、少なくとも緩衝体本体の前後方向両端部分に一

個宛の計二個配することが良く、さらに緩衝体本体の前

後方向中途部分に少なくとも一個配すると良い。補強体

を配する位置及び数は、使用対象となる製品（被梱包

物）の大きさ、重量、強度、形状などに応じて適宜選択

することが可能である。

【０００８】本発明の請求項２は、請求項１の構成にお
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いて、底壁の前後端部に切線を設けて製品嵌合凹部から

分離させ、且つ該分離された底壁部分は中央部位の折線

で内側へ略Ｖ字形に折り曲げ、製品嵌合凹部の前後に、

左右の内壁の前後端部と前記Ｖ字形折り曲げ部とで形成

される略Ｍ字形の補強部を備えたことを要旨とする。

【０００９】このように形成した場合、製品嵌合凹部の

前後両側に、左右内壁の前後端部と、底壁の前後端部の

Ｖ字形折り曲げ部からなるＭ字形の補強部が形成され、

該補強部により、緩衝体本体の緩衝機能，耐久性，強度

等の向上が図れる。

【００１０】本発明の請求項３は、請求項１又は２の構

成において、左右の内壁の少なくとも一方及び該内壁に

連なる上面壁の適所に切欠き部を設け、製品嵌合凹部に

連通する突部収納用凹部を形成したことを要旨とする。

【００１１】このように形成した場合、使用対象となる

製品（被梱包物）の製品嵌合凹部への嵌合部に近接して

摘み、脚部やその他の突出部分があったとしても、その

突出部分を前記突部収納用凹部内に収納することができ

る。

【００１２】上記請求項１～３において、緩衝体本体

は、一枚のシート状基材の要所の折り曲げにより略ケー

ス形状に組立てられるもので、主として作業者の手作業

で組立てられる場合に好ましく用いられる。これに対し

請求項４では、緩衝体本体が、紙製板材からなる一枚の

シート状基材の要所の折り曲げと要所の貼着けにより略

ケース形状に成形されたものであることを要旨とする。

この場合、成形型を用いて緩衝体本体を自動的に組立て

る場合に好ましく対応できる。

【００１３】本発明の請求項５は、請求項１～４の構成

において、補強体が、一枚の紙製板材の要所の折り曲げ

により、板状又は枠状に形成されたものであることを要

旨とする。板状の補強体は後述する実施の形態で一例を

示すように、紙製板材からなる板状体の所要箇所に切欠

き部を設けて緩衝体本体の裏側に差込み嵌合可能に形成

されたものである。枠状の補強体は、紙製板材の要所を

折り曲げて平面視が三角形，四角形，方形，台形，五角

形以上の多角形や異形状或いは円形等の平面視枠形状を

呈するように組立て、且つ所要箇所に切欠き部を設けて

緩衝体本体の裏側に差込み嵌合可能に形成されたもので

ある。板状の補強体を用いる場合は組み立てが容易であ

り、枠状の補強体を用いる場合は補強がより確実になる

という利点がある。

【００１４】尚、本発明に係る紙製緩衝体の緩衝体本体

及び補強体は、この種技術分野で周知な紙製板材を基材

として作製されるが、該紙製板材としては通常、積層段

ボールが用いられる。

【００１５】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態の一例

を図１～図３を参照して説明する。図１において、ａは

緩衝体本体を形成するためのシート状基材、ｂ，ｃは補

強体を形成するための基材である。シート状基材ａ、基

材ｂ，ｃは、この種分野において周知な紙製板材、本例

では積層段ボールを所要形状に型抜きし、且つ所定箇所

に谷折り又は山折りとなる折線を形成し、さらに必要に

応じて切線を形成したもので、これら基材ａ，ｂ，ｃの

要所の折り曲げにより、図２～図３に示す緩衝体本体

１、補強体２，３が形成される。

【００１６】以下、まず緩衝体本体１について説明すれ

ば、緩衝体本体１はシート状基材ａからなる。シート状

基材ａは図１に示すように、底壁１０を中心として、底

壁１０の左右一方の側縁から折れ曲がる内壁１１と、他

方の側縁から折れ曲がる内壁１２と、内壁１１の外縁か

ら折れ曲がる上面壁１３と、内壁１２の外縁から折れ曲

がる上面壁１４と、上面壁１３の外縁から折れ曲がる外

壁１５と、上面壁１４の外縁から折れ曲がる外壁１６

が、夫々折線２０を介して形成される。

【００１７】底壁１０の前後方向端部１７，１８は切線

で形成される切欠き２１により底壁１０から分離し、こ

れら端部１７，１８は中央部位の折線２２で内側へ略Ｖ

字形に折り曲げ可能に形成する。また内壁１１と上面壁

１３には切線２３を設けて、底壁１０に連続する切抜き

面１９を形成すると共に、該切抜き面１９の切抜き箇所

に切欠き部２４が形成されるようにする。切抜き面１９

には、切線と折線で囲まれる折り抜き部２５を前後二箇

所に形成する。

【００１８】上面壁１３の前記切欠き部２４に近接する

部位には、折線２６と切線２７を適所に設けて、折込面

２８を形成すると共に、該折込面２８の折り込み箇所

に、前記切欠き部２４と連通する切欠き部２９が形成さ

れるようにする。

【００１９】このようなシート状基材ａを各折線で所要

方向へ折り曲げて、緩衝体本体１を組立てる。緩衝体本

体１は、底壁１０、該底壁１０の左右側縁から立上がる

左右の内壁１１，１２、該左右の内壁１１，１２の上縁

から外方へ折れ曲がる左右の上面壁１３，１４、各上面

壁１３，１４の外縁から下方へ折れ曲がる左右の外壁１

５，１６を有すると共に、底壁１０と左右の内壁１１，

１２で囲まれる空間を製品嵌合凹部３０とし、内壁１１

と上面壁１３と外壁１５で囲まれる空間及び内壁１２と

上面壁１４と外壁１６で囲まれる空間を左右の緩衝空間

部３１，３２とする、略ケース形状に形成される。

【００２０】底壁１０の前後端部１７，１８は前述のよ

うに略Ｖ字形に折り曲げ、該Ｖ字形折り曲げ部分と、内

壁１１，１２の前後端部とで、製品嵌合凹部３０の前後

両側に、略Ｍ字形の補強部３３，３４を形成する。

【００２１】内壁１１と上面壁１３には前述の切欠き部

２４，２９が形成され、これら切欠き部２４，２９によ

り、製品嵌合凹部３０に連通する突部収納用凹部３５を

形成する。

【００２２】折り抜き部２５は内側へ折り曲げること
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で、製品100への着脱操作をする際の指差込み口３６と

なる。

【００２３】符号３７は、補強体２，３を差込む際の係

合溝である。

【００２４】次に、補強体２，３について説明すれば、

補強体２，３は基材ｂ，ｃからなる。基材ｂ，ｃは図１

に示すように、折線４０，４１を中心とした左右対称形

の紙製板材からなり、折線４０，４１に沿って折り曲げ

ることで二重板状の補強体２，３が形成される。基材

ｂ，ｃの左右側縁部位から折線４０，４１に向けては、

緩衝体本体１に形成した各係合溝３７に対応する箇所、

及び製品嵌合凹部３０の裏面側（外面側）に対応する箇

所に係合する切欠き部４２，４３を形成するための切溝

４４、切欠き部４５を設ける。

【００２５】このような基材ｂ，ｃを折線４０，４１で

折り曲げて、二重板状の補強体２，３を組立てる。補強

体２は緩衝体本体１の係合溝３７に係合する切欠き部４

２を有し、補強体３は緩衝体本体１の係合溝３７と製品

嵌合凹部３０の裏面側（外面側）に係合する切欠き部４

２，４３を有し、それぞれ緩衝体本体１の裏側から差込

んで緩衝体本体１に嵌合し、緩衝体本体１の組み立て状

態を維持すると共に、緩衝体本体１の緩衝機能，耐久

性，強度の向上などに寄与する。尚、本例においては、

補強体２は緩衝体本体１の前後端部に配するために二個

用い、補強体３は緩衝体本体１の中央部に配するために

一個用いる。

【００２６】以上説明した緩衝体本体１と補強体２，３

からなる本例の紙製緩衝体は、シート状基材ａの要所を

折り曲げて緩衝体本体１を組立て、この緩衝体本体１の

裏側から補強体２，３を差込み嵌合して、緩衝体本体１

の組み立て状態を維持すると共に、補強体２，３により

緩衝体本体１の補強を行う。そして、左右の緩衝空間部

３１，３２の緩衝機能により、製品嵌合凹部３０に嵌合

する製品を保護する。また、製品嵌合凹部３０の前後両

側に略Ｍ字形の補強部３３，３４が有するので、緩衝体

本体１の緩衝機能，耐久性，強度等の更なる向上が図れ

る。さらに、製品嵌合凹部に３０に連通する突部収納用

凹部３５を有するので、被梱包物である製品100が、例

えば図示例のごとくパソコン用の液晶モニターであっ

て、製品嵌合凹部３０への嵌合部101に近接して脚部等

の突出部102があったとしても、その突出部102を突部収

納用凹部３５内に収納することができる。

【００２７】また本例では、緩衝体本体１がシート状基

材ａの要所の折り曲げで組立てられるもので、主として

作業者の手作業で組立てるものである。これに対し図示

しないが、前述のシート状基材ａの適所に糊代面を連設

し、このシート状基材の要所の折り曲げと要所の貼着け

により、略ケース形状に成形される緩衝体本体とするこ

とも出来る。この場合、成形型を用いた緩衝体本体の自

動組立てに好適に用いられる。

【００２８】また本例では、一枚の紙製板材の要所の折

り曲げにより板状に形成された補強体を用いる場合を説

明したが、本発明はこれに限定されず、紙製板材の要所

を折り曲げて平面視が三角形，四角形，方形，台形，五

角形以上の多角形や異形状或いは円形等の平面視枠形状

を呈するように組立て、且つ所要箇所に切欠き部を設け

て緩衝体本体の裏側に差込み嵌合可能に形成された枠状

の補強体を用いることも可能であり、その場合、補強が

より確実になるという利点がある。

【００２９】

【発明の効果】本発明は以上説明したように構成したの

で、下記の効果を有する。

（請求項１）シート状基材の要所を折り曲げると共に補

強体を差込むだけの簡単な作業で組立てでき、また補強

体により所望の緩衝機能，耐久性，強度等が得られると

共に補強体数の増減で前記緩衝機能，耐久性，強度等の

調整が図れ、さらに組み立て前では偏平シート状である

ため運搬，保管等のコスト低減にも寄与し得るなどの効

果を有する。

【００３０】（請求項２）製品嵌合凹部の前後両側に形

成される略Ｍ字形の補強部により、緩衝機能，耐久性，

強度等のさらなる向上が図れる。

【００３１】（請求項３）被梱包物の製品嵌合凹部への

嵌合部に近接して摘み、脚部やその他の突出部分があっ

たとしても、その突出部分を突部収納用凹部内に収納し

て、所望の緩衝機能を発揮することができる。

【００３２】（請求項４）成形型装置を用いた自動組立

てへの対応が可能である。

【００３３】（請求項５）板状の補強体を用いる場合は

組み立てが容易であり、枠状の補強体を用いる場合は補

強がより確実になるという利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図１】紙製緩衝体の展開状態を示す斜視図。

【図２】紙製緩衝体の組み立て状態を示す斜視図。

【図３】紙製緩衝体の使用状態を示す斜視図。

【符号の説明】

ａ:シート状基材

１：緩衝体本体

２，３：補強体

１０：底壁

１１，１２：内壁

１３，１４：上面壁

１５，１６：外壁

３０：製品嵌合凹部

３１，３２：緩衝空間部

３３，３４：補強部

４２，４３：切欠き部
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【図１】

【図２】
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【図３】

　

─────────────────────────────────────────────────────

【手続補正書】

【提出日】平成１２年５月３０日（２０００．５．３

０）

【手続補正１】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項１】紙製板材からなる一枚のシート状基材の要

所の折り曲げにより、製品嵌合凹部と、該凹部の左右に

形成される緩衝空間部とを有する略ケース形状に組立て

られる緩衝体本体と、紙製板材からなり前記緩衝体本体

の裏側に嵌合して、緩衝体本体の組み立て状態の維持と

補強を行う所要数の補強体とからなる紙製緩衝体であっ

て、

上記緩衝体本体は、底壁、該底壁の左右側縁から立上が

る左右の内壁、該左右の内壁の上縁から外方へ折れ曲が

る左右の上面壁、各上面壁の外縁から下方へ折れ曲がる

左右の外壁とを有し、前記底壁と左右の内壁で囲まれる

空間を製品嵌合凹部とすると共に、左右何れかの内壁と

上面壁と左右何れかの外壁とで囲まれる空間を左右の緩

衝空間部とし、

上記補強体は、上記緩衝体本体の裏側形状に対応して適

所に切欠き部を設け、緩衝体本体の裏側から差込んで緩

衝体本体に嵌合可能に形成されており、

さらに上記底壁の前後端部に切線を設けて製品嵌合凹部

から分離させ、且つ該分離された底壁部分は中央部位の

折線で内側へ略Ｖ字形に折り曲げ、製品嵌合凹部の前後

に、左右の内壁の前後端部と前記Ｖ字形折り曲げ部とで

形成される略Ｍ字形の補強部を備えた紙製緩衝体。

【請求項２】上記左右の内壁の少なくとも一方及び該内

壁に連なる上面壁の適所に切欠き部を設け、製品嵌合凹

部に連通する突部収納用凹部を形成した請求項１記載の

紙製緩衝体。

【請求項３】上記緩衝体本体が、紙製板材からなる一枚

のシート状基材の要所の折り曲げと要所の貼着けにより

略ケース形状に成形されたものである請求項１又は２記

載の紙製緩衝体。

【請求項４】上記補強体が、一枚の紙製板材の要所の折

り曲げにより、板状又は枠状に形成されたものである請

求項１～３の何れか１項記載の紙製緩衝体。

【手続補正２】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００５

【補正方法】変更

【補正内容】

【０００５】

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するた

めに本発明の請求項１は、紙製板材からなる一枚のシー

ト状基材の要所の折り曲げにより、製品嵌合凹部と、該

凹部の左右に形成される緩衝空間部とを有する略ケース

形状に組立てられる緩衝体本体と、紙製板材からなり前

記緩衝体本体の裏側に嵌合して、緩衝体本体の組み立て

状態の維持と補強を行う所要数の補強体とからなる紙製

緩衝体であって、上記緩衝体本体は、底壁、該底壁の左

右側縁から立上がる左右の内壁、該左右の内壁の上縁か

ら外方へ折れ曲がる左右の上面壁、各上面壁の外縁から

下方へ折れ曲がる左右の外壁とを有し、前記底壁と左右
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の内壁で囲まれる空間を製品嵌合凹部とすると共に、左

右何れかの内壁と上面壁と左右何れかの外壁とで囲まれ

る空間を左右の緩衝空間部とし、上記補強体は、上記緩

衝体本体の裏側形状に対応して適所に切欠き部を設け、

緩衝体本体の裏側から差込んで緩衝体本体に嵌合可能に

形成されていることを基本構成とする。

【手続補正３】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００８

【補正方法】変更

【補正内容】

【０００８】そうして本発明の請求項１は、前述の基本

構成において、底壁の前後端部に切線を設けて製品嵌合

凹部から分離させ、且つ該分離された底壁部分は中央部

位の折線で内側へ略Ｖ字形に折り曲げ、製品嵌合凹部の

前後に、左右の内壁の前後端部と前記Ｖ字形折り曲げ部

とで形成される略Ｍ字形の補強部を備えたことを要旨と

する。

【手続補正４】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００１０

【補正方法】変更

【補正内容】

【００１０】本発明の請求項２は、請求項１の構成にお

いて、左右の内壁の少なくとも一方及び該内壁に連なる

上面壁の適所に切欠き部を設け、製品嵌合凹部に連通す

る突部収納用凹部を形成したことを要旨とする。

【手続補正５】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００１２

【補正方法】変更

【補正内容】

【００１２】上記請求項１又は２において、緩衝体本体

は、一枚のシート状基材の要所の折り曲げにより略ケー

ス形状に組立てられるもので、主として作業者の手作業

で組立てられる場合に好ましく用いられる。これに対し

請求項３では、緩衝体本体が、紙製板材からなる一枚の

シート状基材の要所の折り曲げと要所の貼着けにより略

ケース形状に成形されたものであることを要旨とする。

この場合、成形型を用いて緩衝体本体を自動的に組立て

る場合に好ましく対応できる。

【手続補正６】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００１３

【補正方法】変更

【補正内容】

【００１３】本発明の請求項４は、請求項１～３の構成

において、補強体が、一枚の紙製板材の要所の折り曲げ

により、板状又は枠状に形成されたものであることを要

旨とする。板状の補強体は後述する実施の形態で一例を

示すように、紙製板材からなる板状体の所要箇所に切欠

き部を設けて緩衝体本体の裏側に差込み嵌合可能に形成

されたものである。枠状の補強体は、紙製板材の要所を

折り曲げて平面視が三角形，四角形，方形，台形，五角

形以上の多角形や異形状或いは円形等の平面視枠形状を

呈するように組立て、且つ所要箇所に切欠き部を設けて

緩衝体本体の裏側に差込み嵌合可能に形成されたもので

ある。板状の補強体を用いる場合は組み立てが容易であ

り、枠状の補強体を用いる場合は補強がより確実になる

という利点がある。

【手続補正７】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００３０

【補正方法】変更

【補正内容】

【００３０】さらに、製品嵌合凹部の前後両側に形成さ

れる略Ｍ字形の補強部により、緩衝機能，耐久性，強度

等のさらなる向上が図れる。

【手続補正８】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００３１

【補正方法】変更

【補正内容】

【００３１】（請求項２）被梱包物の製品嵌合凹部への

嵌合部に近接して摘み、脚部やその他の突出部分があっ

たとしても、その突出部分を突部収納用凹部内に収納し

て、所望の緩衝機能を発揮することができる。

【手続補正９】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００３２

【補正方法】変更

【補正内容】

【００３２】（請求項３）成形型装置を用いた自動組立

てへの対応が可能である。

【手続補正１０】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００３３

【補正方法】変更

【補正内容】

【００３３】（請求項４）板状の補強体を用いる場合は

組み立てが容易であり、枠状の補強体を用いる場合は補

強がより確実になるという利点がある。

10

20

30

40



(8) 特開２００１－４８２４２

フロントページの続き

　

Ｆターム(参考） 3E060 BC02 BC04 CC12 CC19 CC43

　　　　　　　　　　　CD13 EA07 EA16 EA17

　　　　　　　　3E066 AA03 BA05 CA03 CA04 CB02

　　　　　　　　　　　FA13 GA01 JA01 KA08 MA01

　　　　　　　　　　　NA42

　　　　　　　　3E067 AA11 AB61 AB91 AC01 BA20A

　　　　　　　　　　　BB02A EA01 EC32 EE38

　　　　　　　　　　　GD03 10


